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一
．
は
じ
め
に

平
成
二
十
四
年
度
よ
り
書
陵
部
図
書
課
に
保
存
調
査
室
が
新
設
さ
れ
、
稿
者
が
そ
の
任

に
就
く
こ
と
と
な
っ
た
。「
書
陵
部
事
務
分
掌
細
則
」
第
四
条
で
は
「
保
存
調
査
室
に
お

い
て
は
、
書
陵
部
が
所
蔵
す
る
資
料
の
保
存
に
係
る
調
査
、
研
究
及
び
対
策
に
関
す
る
こ

と
を
つ
か
さ
ど
る
。」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
書
庫
内
環
境
の
整
備
は
も
と
よ
り
、
日
常

か
ら
図
書
の
状
態
や
修
復
に
関
す
る
こ
と
に
も
気
を
配
る
と
共
に
良
好
な
状
態
で
の
永
久

保
存
を
心
が
け
て
い
る
（
（
（

。
そ
う
し
た
中
、
図
書
の
状
態
に
よ
っ
て
は
、
書
庫
内
環
境
の
整

備
だ
け
で
は
対
応
不
十
分
な
た
め
、
適
宜
修
復
作
業
を
施
す
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
も

講
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
保
存
調
査
室
の
立
場
か
ら
、
保
存
さ
れ
て
い
る
図
書

の
状
態
の
改
善
を
図
っ
た
例
を
書
陵
部
図
書
課
図
書
寮
文
庫
修
補
係
の
協
力
の
も
と
、

『
続
後
撰
和
歌
集
』（
一
五
五
─
一
〇
六
、
二
帖
）、『
野
府
記
』（
伏
─
二
、
三
十
二
巻
）、

『
行
成
卿
記
』（
伏
─
三
、
二
十
一
巻
）
の
修
復
作
業
を
題
材
と
し
、
併
せ
て
行
っ
た
文
献

学
的
考
察
も
少
し
く
交
え
つ
つ
紹
介
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
は
記
録
類
や
古
典

籍
の
類
に
つ
い
て
は
一
括
し
て
便
宜
的
に
「
図
書
」
と
表
記
す
る
。
ま
た
、
以
下
用
い
る

写
真
の
う
ち
、
図
版
1
〜
50
は
別
頁
の
カ
ラ
ー
図
版
（
図
版
1
〜
図
版
6
の
頁
）
を
参
照

さ
れ
た
い
。

『
続
後
撰
和
歌
集
』
に
つ
い
て

二
．
修
復
に
至
る
経
緯

『
続
後
撰
和
歌
集
』
は
、
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
七
月
二
十
五
日
、
後
嵯
峨
上
皇

（
第
八
十
八
代
、
一
二
二
〇
〜
七
二
、
御
在
位
一
二
四
二
〜
四
六
）
よ
り
院
宣
を
受
け
た

藤
原
為
家
（
一
一
九
八
〜
一
二
七
五
）
が
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
十
二
月
二
十
五
日
に

奏
覧
し
た
、
第
十
番
目
の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
。
書
陵
部
で
は
複
数
の
伝
本
を
所
蔵
す
る

が
、
こ
こ
で
は
江
戸
時
代
中
期
写
と
さ
れ
る
伝
本
を
取
り
上
げ
る
。
本
書
は
昭
和
四
十
一

年
に
購
入
に
よ
り
書
陵
部
の
所
蔵
と
な
っ
た
。
ま
ず
書
誌
に
つ
い
て
簡
潔
に
触
れ
た
い
。

縦
二
二
㎝
×
横
一
六
．
八
㎝
、
列
帖
装
、
二
帖
。
生
成
色
銀
欄
雲
龍
文
表
紙
。
題
簽
は

縦
一
四
．
五
㎝
×
横
二
．
七
㎝
、
金
銀
料
紙
で
「
続
後
撰
集　

上
（
下
）」
と
墨
書
し
、

左
上
に
貼
付
。
表
紙
、
題
簽
共
に
原
装
時
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
見
返
し
は
銀
波
文
に

金
砂
子
・
切
箔
・
野
毛
。
各
帖
と
も
紫
細
絹
糸
で
綴
じ
ら
れ
、
七
括
。
料
紙
は
雁
皮
紙
で
、

打
紙
、
ド
ウ
サ
引
き
が
施
し
て
い
る
。
虫
損
直
し
の
他
、
一
枚
の
料
紙
全
体
の
上
か
ら
別

の
紙
を
あ
て
て
補
強
し
て
お
り
、
修
復
前
の
厚
さ
は
〇
．
〇
八
㎜
で
あ
っ
た
。
一
面
十
行
、

歌
は
上
下
句
分
け
の
二
行
書
き
。
全
体
を
通
し
て
一
筆
に
な
る
。

書
陵
部
所
蔵
図
書
の
保
存
と
修
復

田　

代　

圭　

一
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当
部
で
は
毎
年
、
業
者
に
よ
り
帙
を
製
作
し
、
図
書
の
保
護
を
図
っ
て
い
る
が
、
ど
の

図
書
に
帙
を
作
る
か
と
い
う
選
定
作
業
を
通
じ
、
本
書
が
傷
ん
で
い
る
こ
と
を
発
見
す
る

に
至
っ
た
。
職
員
に
よ
る
日
常
の
図
書
観
察
に
加
え
、
曝
書
作
業
や
閲
覧
に
際
し
て
の
出

納
作
業
、
さ
ら
に
は
こ
う
し
た
選
定
作
業
を
通
じ
、
個
々
の
図
書
の
状
態
を
で
き
る
限
り

把
握
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
る
。

三
．
修
復
作
業
前
の
状
態

修
復
前
の
状
態
を
図
版
1
〜
3
に
掲
げ
た
。
全
体
を
通
し
て
カ
ビ
の
よ
う
な
白
い
膜
が

見
ら
れ
る
（
図
版
1
）
他
、
ド
ウ
サ
焼
け
も
進
ん
で
料
紙
が
非
常
に
脆
く
な
っ
て
い
た
。

和
紙
を
写
本
や
絵
画
材
料
と
し
て
使
用
す
る
場
合
、
に
じ
み
止
め
や
筆
の
滑
り
を
よ
く
す

る
た
め
に
ド
ウ
サ
が
引
か
れ
る
こ
と
が
間
々
あ
り
、
紙
に
残
留
す
る
酸
が
そ
の
劣
化
を
進

め
る
こ
と
は
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
（
（

。
本
書
は
特
に
高
濃
度
の
ド
ウ
サ
が
用
い
ら
れ

た
か
、
あ
る
い
は
塗
り
す
ぎ
に
よ
り
酸
性
度
が
高
く
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
図
2
で

は
見
返
し
部
分
の
料
紙
が
表
紙
裏
に
付
着
し
、
剥
が
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
白
い

膜
が
生
じ
た
料
紙
の
表
面
に
は
、
随
所
に
刷
毛
の
痕
跡
が
見
ら
れ
た
（
図
版
3
）。
こ
れ

は
以
前
に
修
復
が
施
さ
れ
た
際
の
刷
毛
目
に
沿
っ
て
カ
ビ
が
生
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
ま
ま
で
は
酸
性
化
に
よ
る
劣
化
の
進
行
が
容
易
に
予
測
さ
れ
、
早

急
な
脱
酸
処
理
及
び
修
復
に
よ
る
料
紙
の
強
化
が
望
ま
れ
る
状
況
で
あ
っ
た
。

書
庫
内
の
図
書
は
、
閲
覧
時
に
よ
る
出
し
入
れ
の
際
の
点
検
の
他
、
曝
書
作
業
や
職
員

の
点
検
に
よ
り
状
態
の
確
認
が
な
さ
れ
て
い
る
。
購
入
に
関
す
る
詳
細
な
資
料
は
伝
存
し

な
い
が
、
料
紙
に
カ
ビ
が
生
え
て
い
た
り
、
劣
化
が
進
ん
だ
状
態
で
当
部
が
購
入
す
る
こ

と
は
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
り
、
当
部
所
蔵
と
な
っ
た
後
、
保
管
さ
れ
て
い
る
間
に
劣
化

要
因
に
遭
遇
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
経
緯
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
明

ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
本
書
は
桂
の
材
質
の
本
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
同
じ
保
存

箱
に
収
め
ら
れ
て
い
る
他
の
図
書
は
状
態
の
変
化
が
な
く
、
本
書
の
み
表
面
に
白
い
膜
が

発
生
し
た
理
由
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
二
冊
共
に
同
様
の
状
態
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
料
紙
の
状
態
が
一
因
と
考
え
ら
れ
よ
う
か
。
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

四
．
諸
本
間
の
位
置
付
け

修
復
作
業
の
紹
介
に
先
立
ち
、
現
存
伝
本
に
お
け
る
本
書
の
位
置
付
け
を
行
う
こ
と
と

す
る
。『
続
後
撰
和
歌
集
』
伝
本
に
つ
い
て
は
、
樋
口
芳
麻
呂
氏
（
（
（

、
國
枝
利
久
氏
・
千
古

利
恵
子
氏
（
（
（

の
先
行
研
究
が
あ
る
。
樋
口
氏
の
指
摘
に
よ
る
と
、

・
続
後
撰
和
歌
集
の
伝
本
は
、
除
棄
歌
を
含
ま
な
い
精
撰
本
と
一
首
以
上
の
除
棄
歌
を
収

載
す
る
未
精
撰
本
に
大
別
さ
れ
る
こ
と
。

・
除
棄
歌
は
十
首
見
出
さ
れ
る
こ
と
。

・
除
棄
歌
の
多
く
は
前
代
の
勅
撰
集
歌
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
い
た
た
め
除
か
れ
た
こ
と
。

・
精
撰
本
系
伝
本
と
未
精
撰
本
系
伝
本
の
本
文
を
比
べ
る
と
そ
の
本
文
に
差
異
は
少
な
い

こ
と
。

の
四
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
（
（
（

。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
つ
つ
、

（
1
）
除
棄
歌
の
有
無

（
2
）
配
列

（
3
）
異
本
注
記

（
4
）
異
同

（
5
）
書
誌
的
な
特
徴

に
よ
り
、
ま
ず
精
撰
本
系
か
未
精
撰
本
系
か
を
判
別
し
、
更
に
は
具
体
的
に
ど
の
伝
本
と

同
系
か
を
考
察
し
て
い
く
。
な
お
、
以
下
の
歌
番
号
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
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検
討
の
結
果
、
本
書
に
は
六
首
の
除
棄
歌
が
収
載
さ
れ
て
お
り
（
一
三
七
三
、
一
三
七

七
〜
八
一
）、
未
精
撰
本
系
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
続
い
て
（
2
）
の
配
列
に
注
目

す
る
と
、
除
棄
歌
も
含
め
、
全
体
を
通
し
て
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
刊
の
版
本
（
以
下

「
正
保
版
本
」
と
表
記
）
と
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
除
棄
歌
六
首
が
同

じ
で
あ
る
こ
と
と
、
全
歌
数
が
一
三
七
七
首
で
あ
る
こ
と
も
正
保
版
本
と
一
致
す
る
。

（
3
）
の
異
本
注
記
は
、
正
保
版
本
に
見
ら
れ
る
六
十
三
箇
所
の
う
ち
、
五
十
八
箇
所
と

い
う
高
い
割
合
で
一
致
し
、
五
箇
所
は
書
き
落
と
し
と
考
え
ら
れ
る
。（
4
）
の
異
同
に

つ
い
て
は
、
樋
口
氏
が
列
挙
さ
れ
た
項
目
（
（
（

に
基
づ
き
、
本
書
及
び
正
保
版
本
の
共
通
異
文

を
左
に
掲
げ
る
。
斜
線
の
前
が
本
書
及
び
正
保
版
本
（
表
記
は
本
書
に
よ
る
）、
後
が
他

の
伝
本
の
表
記
（
表
記
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
か
ら
も
本

書
が
正
保
版
本
と
同
系
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。

〔
ⅰ
〕
作
者

九
七
．
藤
原
資
宗
朝
臣
／
従
三
位
頼
政　
　

九
八
．
従
三
位
頼
政
／
藤
原
資
宗
朝
臣　

一〇二七．
律
師
経
円
／
前
太
政
大
臣　
　

一〇七二．
前
参
議
忠
通
／
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

一一五六．
前
摂
政
太
政
大
臣
／
前
摂
政
左
大
臣　
　

一三一〇．
源
兼
明
／
源
兼
朝

〔
ⅱ
〕
題
詞

五八一．
神
楽
の
こ
も
り
と
り
も
の
ゝ
歌
／
神
楽
の
と
り
も
の
の
歌

一三三四．
正
月
は
つ
ね
の
日
こ
て
う
し
て
／
正
月
は
つ
ね
の
日
わ
り
ご
て
う
じ
て

一三四七．
よ
も
す
か
ら
ろ
く
給
は
せ
け
る
時
／
夜
も
す
が
ら
御
あ
そ
び
あ
り
て
ろ
く
給
は
せ

け
る
時

〔
ⅲ
〕
和
歌

八
八
．
け
さ
桜
／
け
さ
く
ら
く　
　

九
六
．
う
き
な
く
さ
め
に
／
う
き
な
く
さ
め
の　

一〇四．
ま
く
ら
に
／
桜
に　
　

三八九．
野
へ
の
草
葉
の
／
み
ね
の
く
さ
木
の

五七一．
や
み
ち
は
れ
な
む
／
や
み
ぢ
は
な
れ
ん

（
5
）
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
以
前
、
半
紙
縦
型
列
帖
装
で
、
料
紙
が
雁
皮
紙
の
形
態
を

持
つ
奈
良
絵
本
の
制
作
事
情
を
考
察
し
た
際
、
版
本
を
も
と
に
写
本
が
制
作
さ
れ
た
可
能

性
を
指
摘
し
た
が
（
（
（

、
こ
の
こ
と
は
絵
入
り
で
は
な
い
も
の
の
、
大
き
さ
や
料
紙
、
装
訂
等

で
同
様
の
体
裁
を
持
つ
写
本
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
を
併
せ
て
触
れ
た
。
つ
ま
り
冊
子
と

し
て
仕
立
て
る
こ
と
が
主
目
的
で
あ
る
た
め
、
既
存
の
本
文
を
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
こ
と

か
ら
異
本
が
発
生
す
る
こ
と
は
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
も
、
装
訂

の
面
か
ら
こ
の
場
合
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、（
1
）
〜
（
4
）
の
検
討
結
果

を
勘
案
す
る
と
、
正
保
版
本
→
本
書
と
い
う
書
承
関
係
に
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

正
保
版
本
刊
行
後
に
書
写
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
本
書
の
制
作
年
代
は
江
戸
時
代
中
期
頃
と

な
ろ
う
か
。
ま
た
、
本
書
は
全
冊
を
通
じ
て
誤
写
の
類
は
少
な
く
、
総
じ
て
親
本
を
忠
実

に
書
写
し
て
い
る
と
言
え
る
。

五
．
修
復
作
業

本
書
の
修
復
作
業
は
大
き
く
分
け
て
る
と
、
汚
れ
の
除
去
→
虫
損
直
し
→
裏
打
→
製
冊

と
な
る
。
以
下
、
適
宜
写
真
を
用
い
、
順
を
追
っ
て
説
明
し
た
い
。

1
．
汚
れ
の
除
去

ま
ず
、
料
紙
に
生
じ
た
白
い
膜
を
除
去
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
汚
れ
の
除
去
に
つ
い
て

は
、
国
立
国
会
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
資
料
の
保
存
→
マ
ニ
ュ
ア
ル
→
ド
ラ
イ
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
2　

粉
消
し
ゴ
ム
を
使
っ
て
汚
れ
を
取
る
」（（
（

方
法
を
採
用
し
た
。
こ
れ
は

お
ろ
し
金
を
使
い
、
細
か
く
し
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
消
し
ゴ
ム
を
資
料
の
上
に
置
き
、
手
の

ひ
ら
で
円
を
描
く
よ
う
に
紙
面
を
軽
く
こ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
汚
れ
を
吸
着
さ
せ
る
方
法

で
あ
る
（
図
版
4
・
5
）。
な
お
、
本
書
は
修
復
前
に
燻
蒸
を
行
っ
て
お
り
、
カ
ビ
は
死
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滅
し
た
状
態
の
下
で
作
業
を
行
っ
た
。

2
．
虫
損
直
し

次
に
裏
打
紙
を
剥
が
し
な
が
ら
、
虫
喰
い
に
よ
っ
て
欠
損
し
た
箇
所
を
本
紙
と
同
質
の

和
紙
で
繕
う
作
業
を
行
っ
た
。
図
書
の
修
復
に
際
し
て
は
、
ど
の
料
紙
を
用
い
て
作
業
を

進
め
る
か
が
大
切
で
あ
り
、
修
補
係
で
も
修
復
に
用
い
る
紙
選
び
は
慎
重
に
行
わ
れ
る
。

虫
損
箇
所
は
箇
所
に
よ
っ
て
程
度
が
異
な
り
、
同
様
に
料
紙
の
色
合
い
や
厚
さ
も
異
な
る

た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
和
紙
が
選
ば
れ
る
。
今
回
使
用
し
た
虫
損
直
し
の
和
紙
は
本

紙
と
同
じ
原
料
か
ら
な
る
雁
皮
紙
で
、
本
紙
の
色
合
い
と
同
じ
に
な
る
よ
う
、
当
部
に
て

染
色
し
た
。
染
料
は
矢
車
附
子
を
用
い
、
確
実
に
乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
使
用
す
る
た
め
、

染
色
後
、
四
か
月
乾
燥
さ
せ
て
か
ら
用
い
た
。
染
色
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

3
．
裏
打

裏
打
に
先
立
ち
、
料
紙
の
皺
を
伸
ば
す
。
当
部
で
は
「
養
生
紙
」
と
称
し
て
い
る
、
水

分
を
通
す
あ
て
紙
の
役
割
を
果
た
す
紙
に
水
を
引
く
（
図
版
6
）。
そ
の
上
に
本
紙
を
乗

せ
（
図
版
7
）、
さ
ら
に
そ
の
上
か
ら
養
生
紙
を
乗
せ
て
水
で
本
紙
の
皺
を
伸
ば
す
（
図

版
8
・
9
）。
料
紙
の
皺
を
伸
ば
す
時
は
刷
毛
を
用
い
る
が
、
直
接
刷
毛
で
本
紙
の
紙
面

に
接
す
る
こ
と
に
よ
り
、
万
が
一
墨
の
箇
所
に
影
響
が
出
な
い
よ
う
、
水
分
を
通
す
養
生

紙
を
当
て
て
紙
面
を
保
護
し
つ
つ
皺
伸
ば
し
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
繊
維
の
状
態
に
よ
っ

て
皺
を
伸
ば
し
に
く
い
箇
所
は
刷
毛
で
上
か
ら
叩
く
こ
と
も
あ
る
。
水
を
用
い
た
処
理
に

よ
り
、
料
紙
の
汚
れ
も
洗
浄
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
全
体
の
工
程
を
通
じ
て
、
酸
・
ア
ル

カ
リ
濃
度
の
測
定
は
特
に
行
っ
て
い
な
い
が
、
水
を
使
う
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
、
料
紙
に

含
ま
れ
る
水
溶
性
の
酸
も
流
れ
出
る
と
考
え
ら
れ
る
。
料
紙
に
水
を
浸
透
さ
せ
、
脱
酸
す

る
水
性
処
理
の
方
法
は
有
効
な
手
段
の
一
つ
と
し
て
確
立
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
処
理
に

つ
い
て
も
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
効
果
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
因
み
に
修
補
係
で
使
用
す

る
水
は
、
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
純
水
器
を
通
し
た
水
を
用
い
て
い
る
。

皺
が
伸
び
た
こ
と
を
確
認
し
、
上
の
養
生
紙
を
取
っ
て
裏
打
を
行
う
（
図
版
10
）。
酸

性
度
が
高
く
、
劣
化
が
進
ん
だ
料
紙
は
セ
ル
ロ
ー
ス
が
壊
れ
て
お
り
、
強
度
が
復
活
し
な

い
こ
と
か
ら
、
今
後
に
お
い
て
安
全
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
裏
打
を
行
う
こ
と
に

し
た
。
本
書
は
両
面
書
写
の
た
め
、
文
字
の
判
読
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
よ
う
配
慮
す
る

必
要
が
あ
り
、
裏
打
紙
に
は
典
具
帖
紙
を
用
い
た
。
典
具
帖
紙
は
楮
を
原
料
と
し
た
極
め

て
薄
い
和
紙
で
、
ま
た
、
繊
維
の
密
度
が
低
い
た
め
、
文
字
が
あ
る
料
紙
の
修
復
に
使
わ

れ
る
こ
と
が
多
い
。
裏
打
紙
も
本
紙
と
同
じ
色
合
い
に
な
る
よ
う
染
色
し
た
も
の
を
用
い

て
い
る
。
裏
打
紙
に
影
響
が
出
な
い
よ
う
、
そ
の
上
か
ら
養
生
紙
を
あ
て
、
刷
毛
を
用
い

て
本
紙
と
裏
打
紙
を
密
着
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
裏
打
を
施
す
（
図
版
11
）。
裏
打
後
は

ボ
ー
ル
紙
に
挟
ん
で
乾
燥
さ
せ
る
。
ま
た
、
裏
打
に
使
用
す
る
糊
で
あ
る
が
、
乾
燥
後
に

刷
毛
目
が
浮
き
出
る
こ
と
の
な
い
よ
う
検
討
し
た
結
果
、
フ
ノ
リ
を
用
い
る
こ
と
と
し
た

（
図
版
12
・
13
）。

4
．
製
冊

裏
打
を
終
え
た
ら
丁
合
を
行
い
（
図
版
14
）、
製
冊
す
る
。
修
復
が
完
了
し
た
状
態
が

図
版
15
で
あ
る
。
修
復
後
の
料
紙
の
厚
さ
は
、
約
〇
．
〇
九
㎜
で
あ
る
。

『
野
府
記
』『
行
成
卿
記
』
に
つ
い
て

六
．
修
復
に
至
る
経
緯

ま
ず
、
修
復
前
の
状
態
を
図
版
16
〜
22
に
掲
げ
た
。
両
書
の
巻
頭
に
貼
ら
れ
て
い
る
料

紙
は
旧
包
紙
と
し
て
、
ま
た
、
図
版
17
の
縹
色
の
料
紙
は
旧
表
紙
と
し
て
、
い
ず
れ
も
伏

見
宮
家
所
蔵
の
時
期
に
用
意
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
両
書
は
共
に
は
史
料
的
価
値
の
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高
さ
か
ら
も
閲
覧
申
請
も
多
く
、
そ
の
際
の
出
納
や
、
併
せ
て
職
員
の
点
検
の
際
に
も
茶

色
の
斑
点
状
の
フ
ォ
ク
シ
ン
グ
が
裏
打
紙
に
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
（
図
版
18

〜
22
）。
関
係
者
で
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
ま
ま
で
は
本
紙
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
恐
れ

が
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
、
フ
ォ
ク
シ
ン
グ
の
広
が
り
を
防
ぐ
た
め
、
裏
打
紙
を
剥
が

し
て
改
め
て
裏
打
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
現
状
に
成
巻
さ
れ
た
経
緯
を
記
す
資
料
は
伝
存

し
な
い
が
、
裏
打
紙
を
観
察
し
た
限
り
で
は
、
使
用
し
た
裏
打
紙
の
紙
質
が
要
因
の
一
つ

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、
具
体
的
に
は
、
当
時
の
紙
漉
の
乾
燥
方
法
に
よ
る
可
能
性
が

想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
紙
漉
の
際
に
鉄
板
乾
燥
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
鉄
分
が

裏
打
紙
に
残
り
、
時
間
と
と
も
に
斑
点
の
よ
う
に
な
っ
て
出
る
こ
と
を
言
う
。
こ
の
頃
に

修
復
が
行
わ
れ
た
伏
見
宮
本
は
、
同
種
の
和
紙
を
用
い
て
修
復
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
早
い
う
ち
に
そ
れ
ら
の
点
検
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
な
お
、『
野
府
記
』
は
『
小
右
記
』
と
、『
行
成
卿
記
』
は
『
権
記
』
と
も
称
す
る
が
、

本
稿
で
は
当
部
の
登
録
書
名
に
基
づ
き
、『
野
府
記
』『
行
成
卿
記
』
と
記
す
。

七
．
両
書
の
位
置
付
け
及
び
伝
来

『
野
府
記
』
は
藤
原
実
資
（
九
五
七
〜
一
〇
四
六
）
の
、『
行
成
卿
記
』
は
藤
原
行
成

（
九
七
二
〜
一
〇
二
七
）
の
日
記
で
あ
り
、
今
回
修
復
を
行
っ
た
伝
本
は
い
ず
れ
も
鎌
倉

時
代
の
書
写
に
な
る
。
共
に
伏
見
宮
旧
蔵
本
（
以
下
、「
伏
見
宮
本
」
と
表
記
）
で
、
双

方
共
自
筆
本
が
伝
存
し
な
い
中
に
あ
っ
て
、
現
存
す
る
量
の
多
さ
や
書
写
年
代
の
古
さ
か

ら
も
史
料
的
価
値
が
極
め
て
高
い
。
伏
見
宮
本
は
、
持
明
院
統
に
伝
わ
っ
た
図
書
が
中
核

と
な
っ
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
北
朝
第
三
代
の
崇
光
天
皇
（
一
三
三
四
〜
九
八
、
御
在
位

一
三
四
八
〜
五
一
）
が
相
続
す
る
と
、
以
降
、
伏
見
宮
初
代
の
栄
仁
親
王
（
崇
光
天
皇
第

一
皇
子
、
一
三
五
一
〜
一
四
一
六
）、
二
代
治
仁
王
（
栄
仁
親
王
第
一
王
子
、
一
三
七
一

〜
一
四
一
七
）、
三
代
貞
成
親
王
（
後
崇
光
院
、
栄
仁
親
王
第
二
王
子
、
一
三
七
二
〜
一

四
五
六
）
と
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
当
部
へ
は
昭
和
二
十
二
年
に
『
水
左
記
』
と

『
建
内
記
』
が
寄
贈
さ
れ
、
以
後
、
昭
和
二
十
九
年
ま
で
に
順
次
購
入
に
よ
っ
て
当
部
所

蔵
と
な
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
三
十
三
年
に
は
楽
書
類
を
新
た
に
購
入
し
て
お
り
、
当
部
所

蔵
図
書
と
し
て
も
主
要
な
蔵
書
群
と
な
っ
て
い
る
。
伏
見
宮
家
所
蔵
期
の
様
子
が
う
か
が

え
る
目
録
類
も
現
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
伏
見
宮
本
を
取
り
上
げ
る
際
は
、
こ
れ
ら
の

目
録
を
参
看
し
、
伝
来
の
経
緯
を
た
ど
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
修

復
作
業
の
紹
介
に
先
立
ち
、
両
書
に
関
す
る
伝
来
を
探
っ
て
み
た
い
。

貞
成
親
王
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
「
即
成
院
預
置
文
書
目
録
」（
応
永
二
十
四
年
）、「
法

安
寺
預
置
文
書
目
録
」（
応
永
二
十
七
、
三
十
二
年
）「
大
光
明
寺
預
置
文
書
目
録
」（
応

永
三
十
二
、
三
十
三
年
）
が
『
看
聞
日
記
』
巻
七
、
九
の
紙
背
に
残
っ
て
お
り
（
（
（

、
こ
れ
ら

か
ら
室
町
時
代
前
期
の
伏
見
宮
本
の
規
模
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
の
「
即

成
院
預
置
文
書
目
録
」
に
は
「
野
府
記
上
自
天
元

至
寛
弘
」、「
野
府
記
中
」、「
野
府
記
下
自
治
安
三

至
長
元
五
」
と
「
行
成
卿
記
上
自
正
暦
至

寛
弘
八

」、「
行
成
卿
記
下
自
寛
弘
九

至
万
寿
四
」
と
い
う
記
載
が
当
該
本
と

考
え
ら
れ
、
両
書
共
伏
見
宮
本
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
傍
線
部
「
行
成
卿
記
下
…
」
に
あ
た
る
も
の
は
現
存
し
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
年

次
を
含
む
巻
が
以
前
は
伝
存
し
た
が
、
同
目
録
作
成
後
に
散
逸
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
『
伏
見
殿
文
庫
記
録
目
録
』（
高
松
宮
家
旧
蔵
、
Ｈ
─
六
〇

〇
─
九
八
九
、
一
冊
）
は
、
江
戸
時
代
に
霊
元
天
皇
（
第
百
十
二
代
、
一
六
五
四
〜
一
七

三
二
、
御
在
位
一
六
六
三
〜
八
七
）
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
伏
見
宮
本
の
目
録
で
あ
り
、
こ

の
中
に
も
両
書
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
野
府
記
』
は
巻
二
、
四
、
八
、
二
十
五
が
、『
行
成

卿
記
』
は
巻
三
〜
五
を
除
く
全
巻
が
項
目
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
（
（1
（

。
こ
の
目
録
の
記
載
は
、

霊
元
天
皇
の
主
導
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
書
写
活
動
と
連
動
し
て
お
り
、
目
録
の
記
載
の
有



（ 57 ）

無
は
、
伝
存
の
有
無
と
い
う
よ
り
は
、

霊
元
天
皇
の
書
写
活
動
が
反
映
さ
れ
た

も
の
と
見
な
す
方
が
妥
当
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
（
（1
（

。
な
お
一
連
の
書
写
活
動

で
書
写
さ
れ
た
『
野
府
記
』・『
行
成
卿

記
』
は
、
現
在
も
東
山
御
文
庫
本
と
し

て
伝
わ
っ
て
お
り
、『
行
成
卿
記
』
に

関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
巻
三
以
外
の
巻

が
書
写
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
す
な
わ

ち
「
即
成
院
預
置
文
書
目
録
」
記
載
の

「
行
成
卿
記
上
自
正
暦
至

寛
弘
八

」
が
伏
見
宮
家

に
引
き
続
き
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
併

せ
て
東
山
御
文
庫
に
は
傍
線
部
の
「
行

成
卿
記
下
」
に
相
当
す
る
巻
が
伝
わ
っ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
部
分

が
『
伏
見
殿
文
庫
記
録
目
録
』
作
成
以

前
に
は
散
逸
し
て
い
た
こ
と
を
も
物

語
っ
て
い
よ
う
。
同
目
録
に
は
ま
た
、

長
保
二
年
秋
と
長
保
三
年
春
夏
の
項
目

が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
東
山
御
文
庫
本

に
も
同
年
の
写
本
が
存
在
す
る
こ
と
か

ら
、
当
初
は
こ
の
両
巻
も
存
在
し
て
い

た
が
、
こ
の
後
散
逸
し
た
で
あ
ろ
う
こ

表
（「
蔵
書
目
録
」
は
『
伏
見
宮
蔵
書
目
録
』、「
記
録
類
目
録
」
は
『
伏
見
宮
御
記
録
類
目
録
』、「
記
録
文
書
」
は
『
伏
見
宮
記
録
文
書
目
録
』
を
指
す
）

行
成
卿
記

巻
数
所
収
年
月

蔵
書
目
録
第
一
冊

第
二
冊

第
三
冊

記
録
類
目
録

記
録
文
書

1
正
暦
2
年
9
月
〜
同
5
年
8
月

可
考
御
旧
記
目
録

春
記

春
記

春
記

行
成
卿
記

2
長
徳
元
年
7
月
〜
12
月

可
考
御
旧
記
目
録

春
記
※

春
記
※

3
長
徳
3
年
5
月
〜
12
月

可
考
御
旧
記
目
録

春
記
※

春
記
※

行
成
卿
記

4
長
徳
4
年
正
月
〜
4
月

春
記
※

野
府
記
※

行
成
卿
記

5
長
徳
4
年
7
月
〜
12
月

行
成
卿
記

行
成
卿
記

行
成
卿
記

行
成
卿
記

6
長
保
元
年
7
月
〜
12
月

春
記

春
記

春
記

春
記

行
成
卿
記

7
長
保
2
年
正
月
〜
6
月

春
記

春
記

春
記

春
記

行
成
卿
記

8
長
保
2
年
10
月
〜
12
月

9
長
保
3
年
7
月
〜
9
月

可
考
御
旧
記
目
録

春
記

春
記
※

春
記
※

行
成
卿
記

10
長
保
3
年
10
月
〜
閏
12
月

可
考
御
旧
記
目
録

春
記

春
記

春
記

行
成
卿
記

11
長
保
4
年
正
月
〜
12
月

可
考
御
旧
記
目
録

春
記

春
記

春
記

行
成
卿
記

12
長
保
5
年
正
月
〜
12
月

可
考
御
旧
記
目
録

春
記

春
記

春
記

行
成
卿
記

13
長
保
6
年
正
月
〜
12
月

春
記

春
記

春
記

春
記

行
成
卿
記

14
寛
弘
2
年
正
月
〜
12
月

春
記

春
記

春
記

春
記

行
成
卿
記

15
寛
弘
3
年
正
月
〜
12
月

春
記

春
記

春
記

春
記

行
成
卿
記

16
寛
弘
4
年
正
月
〜
12
月

春
記

春
記

春
記

春
記

行
成
卿
記

17
寛
弘
5
年
正
月
〜
12
月

春
記

春
記

春
記

春
記

行
成
卿
記

18
寛
弘
6
年
正
月
〜
12
月

春
記

春
記

春
記

春
記

行
成
卿
記

19
寛
弘
7
年
正
月
〜
12
月

春
記

春
記

春
記

春
記

行
成
卿
記

20
寛
弘
8
年
正
月
〜
8
月

春
記
※

春
記
猶
可
考

21
寛
弘
8
年
9
月
〜
12
月

可
考
御
旧
記
目
録

春
記

春
記

春
記

行
成
卿
記

野
府
記

1
天
元
5
年
4
月
〜
6
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

2
寛
和
元
年
正
月
〜
11
月

記
者
不
知
之
分
＊

春
記

春
記
※

3
永
延
2
年
正
月
〜
12
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

4
正
暦
4
年
正
月
〜
11
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

5
長
徳
2
年
正
月
〜
12
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記
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と
が
分
か
る
。
巻
三
は
巻
頭
部
が
欠
け

て
い
る
た
め
か
伏
見
宮
家
に
お
い
て
も

位
置
付
け
が
不
十
分
な
史
料
と
し
て
扱

わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
時
は

書
写
に
回
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
伏
見
宮
蔵
書
目
録
』（
伏
─
二
〇

五
七
、
三
冊
）・『
伏
見
宮
御
記
録
類
目

録
』（
伏
─
一
九
七
、
一
冊
）
は
い
ず

れ
も
江
戸
時
代
末
期
に
伏
見
宮
家
で
作

ら
れ
た
目
録
で
あ
る
。
前
者
に
は
新
年

を
祝
う
書
状
の
紙
背
が
使
用
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
中
に
徳
川
斉
明
（
徳
川
家
斉

十
一
男
、
一
八
一
〇
〜
二
七
）
室
と

な
っ
た
恭
真
院
（
伏
見
宮
第
十
九
代
貞

敬
親
王
王
女
、
英
子
女
王
、
一
八
〇
八

〜
五
七
）
の
名
前
が
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
夫
斉
明
の
死
去
に
よ
り
落
飾
し
た

文
政
一
〇
年
（
一
八
二
七
）
以
降
に
作

成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
両
書

の
詳
細
及
び
関
係
に
つ
い
て
は
稿
を
改

め
た
い
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
第
一
冊

と
第
二
冊
の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
が

第
三
冊
と
考
え
ら
れ
、
後
者
は
前
者
の

6
長
徳
3
年
正
月
〜
12
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

7
長
保
3
年
10
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

8
長
和
2
年
4
月
〜
6
月

可
考
御
旧
記
目
録

本
朝
世
紀
か

本
朝
世
紀
、
春
記
※

本
朝
世
紀
、
春
記
※

本
朝
世
紀

9
治
安
3
年
4
月
〜
6
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

10
治
安
3
年
7
月
〜
8
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

11
治
安
3
年
9
月
〜
閏
9
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

12
治
安
3
年
10
月
〜
12
月

13
万
寿
元
年
正
月
〜
3
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

14
万
寿
元
年
4
月
〜
12
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

15
万
寿
2
年
2
月
〜
3
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

16
万
寿
2
年
7
月
〜
9
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

17
万
寿
2
年
10
月
〜
12
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

18
万
寿
3
年
7
月
〜
9
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

19
万
寿
4
年
正
月
〜
3
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

20
万
寿
4
年
4
月
〜
6
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

21
万
寿
4
年
7
月
〜
9
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

22
万
寿
4
年
10
月
〜
12
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

23
長
元
元
年
7
月
〜
9
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

24
長
元
元
年
10
月
〜
12
月

野
府
記
（
注
12
）

野
府
記

野
府
記

野
府
記

25
長
元
2
年
正
月
〜
3
月

記
者
不
知
之
分
＊

春
記
※

春
記
※

野
府
記

26
長
元
2
年
4
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

27
長
元
2
年
7
月
〜
9
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

28
長
元
4
年
正
月
〜
2
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

29
長
元
4
年
3
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

30
長
元
4
年
7
月
〜
8
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

31
長
元
4
年
9
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

32
長
元
5
年
正
月
〜
12
月

野
府
記

野
府
記

野
府
記

野
府
記

「
野
府
記
之
切
レ
少
々
」

記
載
あ
り

「
小
右
記
之
切
レ
」

記
載
あ
り

「
同
記
闕
物
少
々
」

記
載
あ
り

『
野
府
記
』
巻
八
は
、
蔵
書
目
録
と
記
録
類
目
録
で
『
本
朝
世
紀
』『
春
記
』
双
方
の
記
載
が
あ
る
。

※
印
に
は
「
此
記
歟
可
考
」、
＊
印
に
は
「
春
記
歟
可
考
」
の
書
き
付
け
が
あ
る
。
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大
部
分
の
項
目
を
清
書
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
伏
見
宮
記
録
文
書
』（
二
五

六
─
四
〇
、
八
十
八
冊
）
は
、
伏
見
宮
家
に
伝
来
し
た
古
記
録
や
古
文
書
を
明
治
初
年
に

網
羅
的
に
書
写
し
た
も
の
で
、
全
八
十
八
冊
の
う
ち
最
終
冊
が
文
書
目
録
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
か
ら
江
戸
時
代
末
期
の
伏
見
宮
家
で
の
整
理
状
況
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
載
内
容
を
別
に
表
と
し
て
ま
と
め
た
。

表
か
ら
は
蔵
書
目
録
第
一
、
二
冊
→
第
三
冊
→
記
録
類
目
録
→
記
録
文
書
の
順
に
整
理

が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
う
ち
『
行
成
卿
記
』
巻
二
十
と
『
野
府
記
』

巻
十
二
の
旧
表
紙
に
は
明
治
三
十
一
年
に
調
査
が
行
わ
れ
た
旨
の
書
き
付
け
が
あ
る
他
、

記
録
文
書
に
お
い
て
記
載
が
な
い
箇
所
は
、
記
録
文
書
作
成
以
降
に
調
査
整
理
が
な
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
表
で
注
目
す
べ
き
は
、
蔵
書
目
録
と
記
録
類
目
録
に
お
い
て
、

『
行
成
卿
記
』
の
大
部
分
と
『
野
府
記
』
の
一
部
が
藤
原
資
房
（
一
〇
〇
七
〜
五
七
）
の

日
記
で
あ
る
『
春
記
』
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
春
記
』
と
し
た
根
拠
は
旧
包
紙

の
書
き
付
け
を
も
と
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
一
例
を
図
版
23
に
掲
げ
た
（『
行
成
卿

記
』
巻
七
。
旧
包
紙
は
現
在
は
改
装
さ
れ
て
巻
頭
部
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
）。

こ
の
体
裁
を
持
つ
旧
包
紙
は
伏
見
宮
本
に
多
く
伝
わ
り
、
現
在
は
江
戸
時
代
中
期
以
前

に
付
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
（1
（

。
右
上
の
「
春
記
」
は
後
書
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
、

加
え
て
※
印
に
あ
る
「
此
記
歟
可
考
」
の
書
き
付
け
は
、
旧
包
紙
に
「
春
記
歟
」
と
後
書

さ
れ
て
い
る
巻
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
目
録
の
情
報
は
旧
包
紙
の
書
き
付
け
に

図
版
23

図
版
24
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拠
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。『
春
記
』
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
そ
の
根
拠
を
示

す
資
料
が
存
在
し
な
い
も
の
の
、
現
状
か
ら
は
図
版
23
に
見
ら
れ
る
巻
七
の
「
長
保
二
年

春
記
」
と
記
さ
れ
た
内
題
を
も
と
に
、
当
時
の
収
納
状
態
や
所
収
年
月
等
か
ら
比
定
し
た

と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
同
巻
後
半
部
、
長
保
二
年
四
月
の
冒
頭
部
に
は
「
長
保

二
年
夏
」
と
記
さ
れ
て
お
り
（
図
版
24
）、
こ
の
こ
と
か
ら
図
版
23
の
巻
七
内
題
傍
線
部

は
、
書
名
と
し
て
の
『
春
記
』
で
は
な
く
、
所
収
年
月
（
正
月
〜
三
月
）
を
意
味
す
る

「
春
の
記
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
蔵
書
目
録
や
記
録
類
目
録
の
作
成
時

に
際
し
、
改
め
て
調
査
及
び
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
即
成
院
預
置
文
書
目
録
」

や
『
伏
見
殿
文
庫
記
録
目
録
』
の
情
報
が
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
、
伏
見
宮
本
の
伝
来
を
探
る
上
で
も
大
変
興
味
深
い
。
付
言
す
る
な

ら
ば
、
巻
七
に
お
い
て
は
春
の
部
と
夏
の
部
の
冒
頭
部
は
図
版
23
・
24
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
共
に
内
題
が
あ
る
こ
と
と
、
三
月
末
の
料
紙
と
四
月
冒
頭
の
料
紙
は
現
状
で
は
連
続
し

て
い
る
が
、
虫
穴
の
つ
な
が
り
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
も
と
は
別
の
巻
で
あ
っ
た
可

能
性
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
表
か
ら
は
ま
た
、
伏
見
宮
本
は
江
戸
時
代
末

期
頃
に
は
整
理
が
行
き
届
い
て
い
な
い
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
も
推
測
さ
せ
る
が
（
（1
（

、
こ
れ
は

京
都
で
し
ば
し
ば
発
生
し
た
火
災
や
、
宮
家
の
厳
し
い
経
済
状
況
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

長
い
年
月
に
わ
た
る
図
書
の
伝
来
に
は
散
逸
の
危
機
を
経
て
い
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
間

に
図
書
を
守
り
続
け
た
先
人
の
努
力
に
敬
意
を
表
し
つ
つ
、
未
来
に
渡
っ
て
永
久
に
受
け

継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

八
．
修
復
作
業

本
書
の
作
業
工
程
を
大
き
く
分
け
る
と
、
裏
打
紙
を
剥
が
す
→
虫
損
直
し
→
皺
伸
ば
し

→
裏
打
→
成
巻
と
な
る
。
以
下
、
適
宜
写
真
を
用
い
、
順
を
追
っ
て
説
明
し
た
い
。
修
復

作
業
の
順
序
は
『
野
府
記
』『
行
成
卿
記
』
共
同
じ
で
あ
る
。

1
．
裏
打
紙
を
剥
が
す

ま
ず
、
養
生
紙
に
水
を
引
く
（
図
版
25
）。
そ
こ
に
料
紙
を
密
着
さ
せ
、
水
分
が
浸
透

し
た
頃
合
い
を
見
計
ら
っ
て
刷
毛
で
伸
ば
す
（
図
版
26
）。
そ
の
後
裏
打
紙
を
剥
が
す
が
、

本
紙
も
一
緒
に
め
く
れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
、
少
し
ず
つ
慎
重
に
剥
が
し
て
い
く
（
図
版

27
・
28
）。
破
損
が
大
き
な
箇
所
は
以
前
に
（
伏
見
宮
家
所
蔵
の
時
か
）
修
復
を
行
っ
た

よ
う
で
、
部
分
的
に
虫
損
直
し
紙
が
貼
ら
れ
て
お
り
、
裏
打
紙
を
剥
が
し
た
後
に
そ
れ
ら

を
取
り
除
い
た
（
図
版
29
）。
併
せ
て
裏
打
紙
の
糊
代
部
分
を
印
刀
（
（1
（

で
剥
が
す
（
図
版
30
）。

乾
燥
し
た
後
、
本
紙
か
ら
分
離
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
破
損
の
激
し
い
箇
所
を
本
紙
と

固
定
す
べ
く
、
薄
様
の
和
紙
を
料
紙
の
表
の
面
に
あ
て
た
（
図
版
31
）。

2
．
虫
損
直
し

次
に
虫
喰
い
に
よ
っ
て
欠
損
し
た
箇
所
を
、
本
紙
と
同
質
の
和
紙
で
繕
っ
た
。
本
紙
は

楮
を
原
料
と
し
た
和
紙
に
書
写
さ
れ
て
お
り
、
虫
損
直
し
に
使
う
料
紙
も
同
じ
厚
さ
の
楮

紙
を
用
い
た
。
そ
の
際
、
当
部
に
お
い
て
本
紙
の
色
と
同
様
に
染
色
し
た
。
虫
損
直
し
を

行
う
に
あ
た
っ
て
は
紙
面
を
詳
細
に
観
察
し
、
虫
穴
周
辺
に
付
着
し
て
い
る
害
虫
の
糞
も

取
り
除
い
た
（
図
版
32
・
33
、
32
が
除
去
前
、
33
が
除
去
後
）。

付　

染
色

既
に
触
れ
た
が
、
虫
損
直
し
に
使
用
す
る
和
紙
は
本
紙
と
同
質
で
同
じ
厚
さ
の
和
紙
を
、

本
紙
と
同
じ
色
合
い
に
当
部
で
染
色
し
た
も
の
を
用
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
本
稿
で
取
り

上
げ
た
図
書
の
修
復
に
際
し
て
行
っ
た
染
色
作
業
の
過
程
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

当
部
の
染
色
は
基
本
的
に
植
物
染
料
を
用
い
、
大
き
な
鍋
で
植
物
を
煮
出
し
て
染
色
液

を
作
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
媒
染
剤
を
用
い
た
り
、
も
と
の
料
紙
の
色
に
合
わ
せ
る
た
め

に
染
色
液
を
配
合
す
る
こ
と
も
あ
る
。『
野
府
記
』『
行
成
卿
記
』
は
主
に
次
の
三
種
の
植
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物
か
ら
取
り
出
し
た
色
で
染
色
し
た
。

①
刈
安
（
カ
リ
ヤ
ス
）
ス
ス
キ
に
似
た
イ
ネ
科
多
年
草
。
黄
系
の
色
を
出
す
。
染
色
に

は
草
全
体
を
細
か
く
切
っ
て
三
十
分
ほ
ど
煮
出
す
（
図
版
34
）。

②
矢
車
附
子
（
ヤ
シ
ャ
ブ
シ
）
カ
バ
ノ
キ
科
の
落
葉
高
木
。
茶
系
の
色
を
出
す
。
染
色

に
は
実
を
袋
に
入
れ
て
三
十
分
ほ
ど
煮
出
す
（
図
版
35
・
36
）。

③
マ
テ
バ
シ
イ　

ブ
ナ
科
の
常
緑
高
木
で
、
実
は
い
わ
ゆ
る
「
ド
ン
グ
リ
」
と
総
称
さ

れ
る
。
茶
系
の
色
を
出
す
。
カ
サ
の
部
分
を
そ
の
ま
ま
五
十
分
ほ
ど
煮
出
す
（
図
版
37
）。

一
回
煮
出
し
た
だ
け
で
は
色
が
薄
い
の
で
、
煮
出
し
た
液
に
新
し
い
マ
テ
バ
シ
イ
を
入
れ

て
煮
出
す
作
業
を
五
〜
六
回
繰
り
返
し
、
徐
々
に
色
を
濃
く
し
て
い
く
。

今
回
使
用
し
た
虫
損
直
し
紙
は
、
本
紙
の
色
に
近
づ
け
る
べ
く
適
宜
配
合
し
、
媒
染
剤

を
混
ぜ
た
上
で
染
色
し
た
（
図
版
38
）。
こ
う
し
て
で
き
た
染
色
液
を
刷
毛
を
用
い
て
染

色
し
（
図
版
39
）、
そ
の
後
し
ば
ら
く
乾
燥
さ
せ
る
（
図
版
40
）。
参
考
ま
で
に
素
紙
と
そ

れ
ぞ
れ
を
染
色
し
た
も
の
を
図
版
41
に
掲
げ
て
お
く
（
左
か
ら
素
紙
、
矢
車
附
子
、
マ
テ

バ
シ
イ
、
刈
安
）。『
続
後
撰
和
歌
集
』
の
修
復
に
用
い
た
虫
損
直
し
紙
と
裏
打
紙
は
矢
車

附
子
を
用
い
て
染
色
し
た
が
、
媒
染
剤
は
用
い
て
い
な
い
。
そ
の
際
、
裏
打
紙
と
し
た
典

具
帖
紙
は
薄
い
た
め
、
上
下
に
養
生
紙
を
あ
て
て
保
護
し
た
上
で
刷
毛
染
め
を
行
っ
た

（
図
版
42
・
43
）。

3
．
皺
伸
ば
し

虫
損
直
し
が
終
わ
る
と
、
糊
付
け
に
よ
っ
て
紙
面
に
生
じ
た
皺
を
水
で
伸
ば
す
作
業
を

行
う
。
今
回
の
場
合
は
裏
面
か
ら
虫
損
直
し
を
施
し
て
お
り
、
そ
の
面
が
糊
に
よ
っ
て
皺

を
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
裏
面
を
水
伸
ば
し
し
た
。

ま
ず
養
生
紙
に
水
を
引
く
。
そ
の
上
に
皺
伸
ば
し
を
す
る
料
紙
を
置
き
、
水
分
を
含
ま

せ
た
刷
毛
で
伸
ば
す
（
図
版
44
）。
糊
の
箇
所
は
水
分
が
浸
透
し
に
く
く
、
こ
の
場
合
、

料
紙
に
負
担
が
か
か
ら
な
い
よ
う
、
水
は
少
し
ず
つ
刷
毛
に
含
ま
せ
て
数
回
か
け
て
伸
ば

す
。
一
通
り
水
が
紙
面
に
行
き
渡
っ
た
ら
、
乾
い
た
刷
毛
を
使
っ
て
皺
を
伸
ば
す
。
伸
ば

し
に
く
い
箇
所
は
刷
毛
で
繰
り
返
し
伸
ば
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
、
紙
面
の
負
担

を
か
け
ず
、
ま
た
、
刷
毛
目
が
残
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
上
か
ら
養
生
紙
を
あ
て
て
伸
ば

し
て
い
く
（
図
版
45
）。
刷
毛
で
も
伸
ば
し
に
く
い
箇
所
は
、
印
刀
で
つ
ぶ
す
よ
う
に
し

て
伸
ば
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
紙
面
全
体
の
皺
が
伸
び
た
こ
と
を
確
認
し
、
ボ
ー
ル
紙
で

挟
ん
で
乾
燥
さ
せ
る
。
こ
の
作
業
を
全
紙
に
わ
た
っ
て
行
っ
た
。

4
．
裏
打

裏
打
に
先
立
ち
、
料
紙
を
切
り
揃
え
、
天
地
に
補
紙
を
行
う
作
業
が
あ
る
。
皺
伸
ば
し

を
終
え
、
乾
燥
さ
せ
た
料
紙
は
修
復
に
用
い
た
和
紙
が
紙
面
の
端
か
ら
は
み
出
し
て
い
る

場
合
が
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
、
定
規
と
皮
削
き
包
丁
を
用
い
て
ま
ず
四
周
を
切
り
揃
え

る
。
そ
の
後
水
を
引
い
た
養
生
紙
の
上
に
料
紙
を
乗
せ
、
糊
を
塗
る
。
そ
し
て
料
紙
の
上

部
と
下
部
に
補
紙
を
行
う
（
図
版
46
）。
こ
れ
は
巻
子
本
ゆ
え
、
巻
く
と
い
う
作
業
を
通

し
て
料
紙
が
手
と
接
し
、
巻
子
が
傷
む
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
行
う
こ
と
を
主
目
的
と
し
て

い
る
。
そ
の
後
、
料
紙
の
裏
面
に
裏
打
紙
を
あ
て
る
が
（
図
版
47
）、
書
写
に
用
い
ら
れ

て
い
る
料
紙
の
厚
さ
に
差
が
あ
り
、
仕
上
が
っ
た
時
の
厚
さ
が
全
巻
を
通
し
て
均
一
に
な

る
よ
う
、
料
紙
が
厚
い
も
の
に
は
薄
い
裏
打
紙
を
、
薄
い
も
の
に
は
厚
い
裏
打
紙
を
用
意

し
た
。
当
部
は
も
と
の
状
態
を
で
き
る
だ
け
維
持
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
る
た
め
、
天

地
補
紙
の
み
で
裏
打
を
行
わ
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
今
回
は
料
紙
が
薄
い
こ
と
か
ら
今
後

の
保
存
を
考
え
、
裏
打
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
そ
の
後
毛
羽
立
ち
を
防
ぐ
た
め
に
養
生
紙

を
あ
て
て
刷
毛
で
こ
す
り
、
料
紙
と
裏
打
紙
を
密
着
さ
せ
た
後
、
ボ
ー
ル
紙
に
あ
て
て
乾

燥
さ
せ
た
。

5
．
成
巻
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そ
の
後
料
紙
を
糊
で
貼
り
継
い
で
い
く
。
料
紙
の
右
端
数
ミ
リ
を
糊
代
と
し
（
図
版

48
）、
右
手
前
に
な
る
よ
う
紙
を
継
ぐ
。
そ
の
際
、
定
規
で
位
置
を
合
わ
せ
て
継
い
で
い

く
。
こ
の
作
業
を
繰
り
返
し
て
一
巻
と
し
て
仕
立
て
て
い
っ
た
。
一
巻
を
通
し
て
紙
継
ぎ

が
完
了
し
た
ら
、
天
地
の
補
紙
の
長
さ
を
同
じ
に
す
る
た
め
、
上
下
を
切
り
揃
え
る
。
押

切
と
い
う
裁
断
機
を
使
っ
て
切
っ
て
い
く
が
、
寸
法
を
測
り
、
定
規
で
二
箇
所
を
固
定
し
、

慎
重
に
切
り
進
め
て
い
く
。
今
回
は
天
地
の
長
さ
が
一
尺
四
分
五
厘
と
な
る
よ
う
に
し

（
修
補
係
で
は
、
長
さ
は
尺
貫
法
を
用
い
て
い
る
）、
先
に
下
部
、
そ
の
後
上
部
（
図
版

49
）
を
切
り
揃
え
て
い
っ
た
。
上
下
が
切
り
揃
っ
た
状
態
が
図
版
50
で
あ
る
。
そ
の
後
軸

及
び
軸
巻
紙
を
本
紙
に
つ
な
げ
（
図
版
51
）、
最
後
に
題
簽
と
巻
緒
を
つ
け
た
表
紙
を
本

紙
と
接
続
さ
せ
、
修
復
は
完
了
で
あ
る
（
図
版
52
）。
修
復
後
の
料
紙
の
厚
さ
は
、
約
〇
．

一
六
㎜
で
あ
る
。

九
．
お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
、『
続
後
撰
和
歌
集
』『
野
府
記
』『
行
成
卿
記
』
の
修
復
作
業
を
通
じ
、
当

部
所
蔵
図
書
の
保
存
業
務
の
一
端
を
述
べ
て
き
た
。
諸
本
間
に
お
け
る
位
置
付
け
や
伝
来

に
も
言
及
し
つ
つ
、
日
常
の
図
書
の
管
理
の
実
際
か
ら
冊
子
本
、
巻
子
本
そ
れ
ぞ
れ
の
修

復
、
さ
ら
に
は
染
色
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
等
、
図
版
を
交
え
な
が
ら
稿
を
進
め
て
き

た
。
こ
れ
ら
の
例
を
通
し
て
、
修
復
は
一
度
行
え
ば
そ
れ
で
済
む
も
の
で
は
な
く
、
保
存

環
境
に
留
意
す
る
と
共
に
、
そ
の
後
も
常
に
図
書
の
状
態
を
観
察
し
続
け
る
こ
と
の
必
要

性
を
改
め
て
認
識
し
た
次
第
で
あ
る
。
当
時
は
最
善
の
対
応
と
し
て
採
ら
れ
た
方
法
で
も
、

技
術
や
研
究
の
進
展
に
よ
り
、
新
た
な
技
法
や
知
見
が
見
出
だ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
資

料
の
状
態
を
観
察
す
る
際
に
、
前
に
施
さ
れ
た
修
復
で
問
題
が
な
い
か
を
考
え
て
い
く
こ

と
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
際
に
は
、
湯
山
賢
一
氏
が
「
新
た
な
修
復
に
際
し
て
は
、

過
去
の
経
緯
を
十
分
に
考
慮
し
た
う
え
で
方
策
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

図版 51

図版 52
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先
人
た
ち
の
行
っ
た
修
復
の
も
つ
意
味
を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
ま
た
そ
の
価
値
を
ど

の
よ
う
に
判
断
し
て
い
く
か
が
大
き
な
問
題
と
な
り
ま
す
。」
（
（1
（

と
説
か
れ
た
こ
と
も
常
に

意
識
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
今
後
も
関
係
部
局
の
連
携
を
密
に
し
、
職
員
一
人
一
人

が
保
存
に
関
す
る
意
識
を
高
め
る
よ
う
心
が
け
、
保
存
調
査
室
と
し
て
も
適
切
な
図
書
の

保
存
と
情
報
の
提
供
に
努
め
た
い
。
書
陵
部
の
図
書
の
保
存
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
部
門
の
職

員
が
協
力
し
合
い
な
が
ら
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
活
動
内
容
も
多
岐
に
わ
た
る
。
本
稿
は

そ
の
一
端
に
触
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
後
も
折
に
触
れ
て
執
筆
の
機
会
を
得
た
い
と
思

う
。
本
稿
が
図
書
の
保
存
や
修
復
に
携
わ
り
、
あ
る
い
は
、
直
接
手
に
す
る
機
会
の
あ
る

者
に
と
っ
て
何
ら
か
の
参
考
に
資
す
る
な
ら
ば
幸
い
で
あ
る
。

注（
1
）　

書
陵
部
に
お
け
る
図
書
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
図
書
課
出
納
係
に
よ
る
『
書
陵
部
紀
要　

第
五
九
号
』（
二
〇
〇
八
年
三
月
）
の
「
書
陵
部
に
お
け
る
資
料
の
保
存
管
理
に
つ
い
て
」
に

詳
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
2
）　

稲
葉
政
満
「
和
紙
の
劣
化
と
保
存
」（『
日
本
美
術
品
の
保
存
修
復
と
装
潢
技
術　

そ
の

参
』
二
〇
〇
六
年　

ク
バ
プ
ロ
）
等
。

（
3
）　
「
続
後
撰
和
歌
集
伝
本
考
」（『
和
歌
文
学
研
究　

第
七
号
』
一
九
五
九
年
四
月
）

（
4
）　
『
続
後
撰
和
歌
集
』（
一
九
九
九
年　

和
泉
書
院
）

（
5
）　

注
4
解
説
か
ら
引
用
し
た
。

（
6
）　

注
3
に
同
じ
。

（
7
）　
「
書
陵
部
所
蔵
『
狭
衣
物
語
』
に
つ
い
て
─
奈
良
絵
本
制
作
事
情
の
一
端
─
」（『
書
陵
部

紀
要　

第
六
三
号
』
二
〇
一
二
年
七
月
）
等
。

（
8
）　

こ
の
方
法
は
、『
防
ぐ
技
術
・
治
す
技
術
─
紙
資
料
保
存
マ
ニ
ュ
ア
ル
─
』（
二
〇
〇
五
年　

日
本
図
書
館
協
会
）
四
十
三
、
四
十
五
頁
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）　

こ
れ
ら
の
目
録
は
『
図
書
寮
叢
刊　

看
聞
日
記
紙
背
文
書
・
看
聞
日
記
別
記
』（
一
九
六

五
年　

宮
内
庁
書
陵
部
）
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）　
『
伏
見
殿
文
庫
記
録
目
録
』
に
つ
い
て
は
、
詫
間
直
樹
氏
「
高
松
宮
家
旧
蔵
『
伏
見
殿
文

庫
記
録
目
録
』
に
つ
い
て
」（『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究　

第
二
輯
』〈
二
〇
〇
六
年　

思
文
閣

出
版
〉
所
収
）
に
翻
刻
及
び
詳
細
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）　
『
行
成
卿
記
』
巻
四
・
五
は
、『
伏
見
殿
文
庫
記
録
目
録
』
に
は
項
目
と
し
て
記
載
さ
れ
て

い
な
い
も
の
の
、
桜
町
天
皇
の
代
に
書
写
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
東
山
御
文
庫
本
が
伝
わ

る
こ
と
か
ら
、
伏
見
宮
家
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
12
）　

蔵
書
目
録
第
一
冊
で
は
長
元
元
年
夏
、
第
三
冊
及
び
記
録
類
目
録
で
は
秋
と
あ
る
が
（
実

際
は
冬
）、
他
箇
所
を
参
照
し
、
巻
二
十
四
と
比
定
し
た
（
蔵
書
目
録
第
三
冊
、
記
録
類
目
録

も
同
様
）。

（
13
）　
『
図
書
寮
叢
刊　

看
聞
日
記　

七
』
解
題
（
二
〇
一
四
年　

宮
内
庁
書
陵
部
）。

（
14
）　

注
13
解
題
で
は
『
看
聞
日
記
』
を
例
に
挙
げ
、
江
戸
時
代
の
伏
見
宮
本
の
様
子
に
触
れ
て

い
る
。

（
15
）　

当
部
で
は
虫
損
直
し
の
際
、
虫
穴
に
貼
っ
た
紙
を
カ
ッ
ト
す
る
た
め
に
用
い
て
い
る
。
な

お
、
当
部
の
修
復
作
業
で
用
い
る
道
具
に
つ
い
て
は
、『
特
別
展　

皇
室
の
文
庫　
書
陵
部
の
名
品
』

（
二
〇
一
〇
年　

宮
内
庁
書
陵
部
・
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
）、
櫛
笥
節
男
『
宮
内
庁
書
陵
部　

書

庫
渉
獵　
書
写
と
装
訂
』（
二
〇
〇
六　

お
う
ふ
う
）
に
写
真
、
解
説
付
き
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）　
「
書
跡
の
修
復
に
つ
い
て
」（『
日
本
美
術
品
の
保
存
修
復
と
装
潢
技
術　

そ
の
参
』〈
二
〇

〇
二
年　

ク
バ
プ
ロ
〉
所
収
）


